
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　保育の必要性の認定を受けた場合料金が戻ります。詳しくは子育て支援課に問合せ下さい。

 　　

 

 

（但し病児・病後児の預かりと宿泊は行っていません）
（報酬も得られます）

・市内にお住まいか市内に勤務していて、 

生後 2 か月から小学校 6 年生までのお子さ

んがいる保護者の方。

子どもを預かってほしい方 

援助活動場所　 

提供会員の自宅 

矢本子育て支援センター「ほっとふる」 

鳴瀬子育て支援センター「あいあい」 

 

 

保育園などの 
　送り迎えを 
お願いしたい

子どもの笑顔を 
見ると温かい 
気持ちになります

子育ての 
経験を 
いかしたい

子どもを預かることが 

できる方 

・市内にお住まいの 20 歳以上の方。 

★初回講習を受講した後からお子さん 

を預かることが出来ます。

援助活動の内容（具体例） 

・保育所、幼稚園、学童保育への送迎 

　・保護者の通院や用事の時 

　・上の子の学校行事の時 

　・リフレッシュのため 

　　　　　　　　　　　等、理由は問いません 

　　　　　　　　　東松島市ファミリー・サポート・センター 

　　　　　　　　　　（矢本子育て支援センターほっとふる　内） 

TEL　０２２５-８４-２６７６　FAX　０２２５-８４-２８５３ 

E-mail　hotful842676@gmail.com 

     月～金曜日　午前 9:00～午後 5:30（土、日、祭日、年末年始を除く）

依　頼　会　員 提　供　会　員

最初の 1 時間 以降 30 分毎

平日（7 時～19 時）

東松島市 

ファミリーサポート事業のご案内 

～子どもを預けたい方と預かり支援のできる方を結び、 

　　　　　　　　　　　地域で子育てを助け合う事業です～

平日（19時～21時）

土・日・祝・年末年始

600 円 ３00 円

700 円 350 円

【料金（報酬）】兄弟 2 人で預かりの場合、下の子は半額です。

あなたの手伝いを待っている方がいます 

少しの時間 
子どもを預かって 
　もらいたい

【利用の流れ】

説明・会員登録 

事前打合せ

援助活動

援助活動後

・会員登録に保護者の写真 2 枚が 
　必要となります。 
 
・事前打合せとは、提供会員と依頼

会員（お子さん同席）がアドバイザ

ー立会いの下、預かってほしい場

所で援助してほしい内容を確認し

ます。

mailto:842676@gmail.com

